
定期健康診断の結果を協会けんぽに
提供することにご協力ください

定期健診結果の提供をスムーズに行うために次のとおり環境整備がなされました。

１ 事業者様の負担軽減を図りました

２ 定期健診と特定健診の検査項目等について整合性を図りました

☆ 定期健診のご契約の際は、「健診機関が協会けんぽに健診
結果を提出する」旨を含んだ契約をお願いします。

☆ 健診受診者の皆様に、健診実施時に健診機関に、保険証
の記号番号等を提供することをお知らせください。

提供の方法は、受診時に保険証を持参する方法や、健診機関から配付された問診票に記入
する方法があります。

事業者様に代わり、健診機関が協会けんぽに定期健診の結果を提出することを、予め契約の中で取り決めることで、健

診機関から協会けんぽに直接提供されます。協会けんぽへの健診結果の提供に関する同意書提出は不要となります。

〇 健診結果に基づき、生活習慣の改善が必要な方に特定保健指導等を行います。

〇 事業所の健康度を見える化した事業所カルテの提供が可能となります。

提供した健診結果はどのような目的で使用されるのでしょうか？

〒700-8506 岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル8階

ＴＥＬ 086-803-5784 協会けんぽ岡山 検索

〇定期健診時における服薬歴及び喫煙歴を含む問診の実施が追加されました。
〇定期健診においてHbA1c が血糖検査として認められました。
⇒特定健診の扱いに揃えられたことで、健診結果提供のために追加の問診、検査が不要となります。

※現行の同意書提出の方法でも健診結果提供は可能です。

事業所 健診機関 協会けんぽ

③健診結果データの提供① ご契約

健診機関が協会けんぽへ
健診結果を提供する旨を
含んだご契約

② 受診

事業者の皆様へ

事 業 者 の 皆 様 ご 協 力 を お 願 い し ま す ！



出典：厚生労働省HP（https://www.mhlw.go.jp/content/000753605.pdf）


